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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第84期

第２四半期連結
累計期間

第85期
第２四半期連結

累計期間
第84期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 （百万円） 24,820 27,757 59,496

経常損失（△） （百万円） △1,945 △1,052 △1,309

四半期（当期）純損失（△） （百万円） △1,302 △831 △1,067

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,350 △487 △131

純資産額 （百万円） 18,273 18,524 19,251

総資産額 （百万円） 46,440 50,510 53,680

１株当たり四半期（当期）

純損失（△）
（円） △40.79 △26.05 △33.42

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 39.3 36.7 35.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 475 1,381 2,059

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △557 △30 △886

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △174 △416 △577

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 6,707 8,634 7,629

　

回次
第84期

第２四半期連結
会計期間

第85期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △18.17 △10.73

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や大胆な金融緩和政策を背景に円高是正が進

み、また、株価の回復等から企業業績の改善や個人消費が持ち直し傾向にあり、景気は緩やかに回復しつつありま

す。一方海外経済は米国の量的緩和策の縮小観測、欧州経済の回復の遅れや中国をはじめとする新興国の景気減速懸

念等、海外景気の下振れが国内景気の先行きに不透明感をもたらしています。

　当社グループの関連事業の環境は、設備工事事業につきましては、設備投資は持ち直しの動きがみられ工事案件は

増加傾向にあるものの受注時の価格競争の激しさに変化はなく、依然として厳しい状況で推移しました。精密環境制

御機器の製造販売事業につきましては、半導体工場及び液晶パネル工場への製造装置の設備投資は、昨年度に比べ回

復の傾向にあり、当四半期累計期間における、生産及び販売は、液晶向けの製造装置は増加いたしました。しかしな

がら、半導体向けの製造装置は、受注高が低迷したことにより減少しました。　

　こうした経営環境の下で、当社グループは業績の向上に総力を上げて取り組んでまいりました。その結果、当第２

四半期連結累計期間の売上高は27,757百万円（前年同期比11.8％増加）、営業損失は1,132百万円、経常損失は1,052

百万円、四半期純損失は前年同期比470百万円縮小し831百万円となりました。

　

　セグメントの業績を示すと次のとおりであります。なお、各セグメントの営業損失は、各報告セグメントのセグメ

ント損失と一致しております。（「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　（セグメント情報等）

セグメント情報」をご参照ください。）

（設備工事事業）

売上高 24,961百万円 (  11.1％)

営業損失 1,075百万円 (　――　)

　受注高は39,800百万円で前年同期比22.9％の増加となりました。

　売上高につきましては、前年度からの繰越工事高及び当年度受注高の増加により工事進捗率は前年度より低下した

ものの11.1％の増加となりました。また、完成工事総利益率の改善もあって、営業損失は前年同期から709百万円縮

小し1,075百万円となりました。　

（機器製造販売事業）

売上高 2,795百万円 ( 19.1％)

営業損失 57百万円 (　――　)

　受注高は3,330百万円で前年同期比38.3％の増加となりました。

　売上高につきましては、前年同期に比べ半導体露光装置向け製品は減少しましたが、液晶露光装置向け製品が増加

し19.1％の増加となりました。製品売上総利益率の改善もあって、営業損失は前年同期から195百万円縮小し57百万

円となりました。
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(2) 財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が50,510百万円（前連結会計年度末比3,170百万円減少）とな

りました。主な増加は、現金預金992百万円及びその他流動資産504百万円であり、主な減少は、受取手形・完成工事

未収入金等5,629百万円です。

　負債総額は31,985百万円（前連結会計年度末比2,443百万円減少）となりました。主な増加は、未成工事受入金

1,110百万円であり、主な減少は、支払手形・工事未払金等3,656百万円及び短期借入金170百万円です。

　純資産は18,524百万円（前連結会計年度末比727百万円減少）となりました。主な増加は、その他有価証券評価差

額金273百万円及び為替換算調整勘定70百万円であり、主な減少は、配当金の支払239百万円及び四半期純損失831百

万円です。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より1,004百万円

増加し、8,634百万円となりました。

　

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は1,381百万円（前年同期比906百万円の増加）とな

りました。これは、税金等調整前四半期純損失が1,051百万円となりましたが、売上債権の回収や未成工事受入金の

収入が仕入債務の支払や未成工事支出金などの棚卸資産の投入による支出より上回ったことと、共同企業体工事の精

算などによるその他支出などによるものです。

　

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は30百万円（前年同期比526百万円の増加）となり

ました。これは、主として定期預金の預入と払出などによるものです。　

　

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は416百万円（前年同期比242百万円の減少）となり

ました。これは、主として配当金の支払及び借入金の返済などによるものです。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

Ⅰ．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

 

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいて

は株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者であることが必要であ

ると当社は考えています。上場会社である当社の株券等については、株主および投資家の皆様による自由な取引

が認められており、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終

的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大規模買付行為があった場

合、当社の株券等を売却するかどうかの判断も、最終的には当社の株券等を保有する株主の皆様の判断に委ねら

れるべきものであると考えます。また、当社は、当社の株券等の大規模買付行為がなされる場合であっても、こ

れが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありませ

ん。

しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模

買付行為を強行する動きが顕在化しております。そして、かかる株券等の大規模買付行為の中には、その目的等

から見て対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却

を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株券等の大規模買付行為の内容等について検

討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買

収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の

企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社が今後も企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し向上させるためには、長年培ってきた顧客や

協力会社との信頼関係の維持、技術力・施工力の研鑽による競争力の向上、空気調和衛生設備の派生技術の応用

による新事業分野の開拓、財務内容、収益力、社員待遇など総合的な企業体質の向上などの中長期的な視点に

立った事業展開が必要不可欠であり、これらが当社の株券等の大規模買付行為を行う者により確保され、向上さ

せられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損されることになります。また、

外部者である買収者が大規模買付行為を行う場合に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の有形無形

の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社の企業価値を構成する事項等、様々な情報を適切に

把握した上で、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する

必要がありますが、かかる情報が明らかにされないまま大規模買付行為が強行される場合には当社の企業価値ひ

いては株主の皆様の共同の利益は毀損される可能性があります。

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う

者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行

為に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

確保する必要があると考えます。
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Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

 

1) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて

 

当社の企業価値の源泉について

 

当社は、1925年（大正14年）に、紡績会社の温湿度調整、噴霧吸湿、除塵装置等の施工を目的として創業し

ました。現在は、空気調和、給排水衛生、クリーンルーム等の環境整備に関する諸設備の設計、施工、監理を

行う設備工事事業と半導体および液晶製造装置向けの精密環境制御機器を製造販売する機器製造販売事業を展

開しており、設備工事事業の他に機器製造販売事業を合わせ持つことが当社の特色となっています。

こうした当社の企業価値の源泉は、設備工事事業の公共性、機器製造販売事業の独自性を踏まえ、①創業以

来80有余年の社歴により培われた顧客、協力会社、株主等のステークホルダーとの信頼関係、②長い社歴に裏

打ちされた豊富な実績と確かな技術力、③熟練した技術を有し、当社の設備工事事業および機器製造販売事業

の事業特性を十分に把握した従業員の存在にあります。

当社は、「地球環境と資源を大切にしながら、空気・水・熱の科学に基づく高度な技術によって、最適空間

を創造し、人類文化の発展に貢献する」ことを使命とし、「エンジニアリングコンストラクターとして積極的

な事業展開を図り、たえず未来を見つめた技術の開発に取組み、時代の変化に俊敏に対応する」ため、「人間

尊重の経営」、「働きがいのある職場」、「自己研鑽とチャレンジ精神溢れる行動」の３つの方針のもと、人

と地球の「最適環境」の創造をめざし、今後もたゆまぬ努力を続けてまいります。

　

中期経営計画について

　

当社グループは、中期的な経営の指針として３ヶ年を計画期間とする中期経営計画を策定しており、2011年

４月から第14次中期経営計画（2011年４月～2014年３月）をスタートいたしました。第14次中期経営計画で

は、これまでと同様「利益重視」を経営の基盤とし、更なる「企業体質の強化、企業価値の向上」と「持続的

成長」を目指すため、経営、管理、営業、施工、製造等の事業遂行に関わる全てにおいて、組織・業務の仕組

みや役職員一人ひとりの取組み等の「質」に一層磨きをかけ、それらを結集して本中期経営計画で掲げた目標

の達成を図ってまいります。

なお、第14次中期経営計画の詳細については、当社ホームページ（http://www.asahikogyosha.co.jp）をご

参照下さい。
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2) 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益向上の基盤となる仕組みについて

 
コーポレートガバナンスの強化について
　
当社は、企業の社会的責任を達成するとともに、株主の皆様を始め様々なステークホルダーの利益を尊重

し、企業価値の更なる向上を実現するため、経営上の組織や仕組みを改善し、コーポレートガバナンスを強化

していくことを最も重要な経営課題と位置づけております。

当社は平成18年６月に執行役員制度を導入し、経営効率の向上と意思決定の迅速化、意思決定・監督機能と

業務執行機能の分担の明確化を図っております。

取締役会は、社外取締役２名を含む12名の取締役で構成され、２ヶ月に１回の定時取締役会の他に必要に応

じて臨時取締役会を開催しており、重要事項の決定および業務執行状況の監督を行うとともに、常勤の取締役

および監査役により構成される経営会議を毎月１回開催し、取締役会付議事項その他の重要事項について審議

しております。

監査役会は社外監査役３名を含む４名の体制としております。監査役は監査役会が定めた監査の方針、監査

計画に基づき、業務および財産の状況を調査し、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状

況を監査しております。

内部監査部門としては、業務執行部門から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置し、専任スタッフの他

に会計監査人とは別に社外の公認会計士をアドバイザリースタッフに迎えています。内部監査室は監査室が定

めた監査計画に基づき業務監査・会計監査を実施し、公正かつ客観的な立場から、経営に対し評価・助言を行

い、各部門の業務の改善を推進しております。

また、会計監査人である九段監査法人より、独立の立場から監査を受けております。監査役、内部監査室お

よび会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を図っ

ております。

さらに、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するため、取締

役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとして

おります。

当社は、今後も経営上の組織や仕組みを改善し、取締役制度、監査役制度の機能を強化することによって、

より充実したコーポレートガバナンスの実現に努めるとともに、常に株主および投資家の皆様の視点に立った

迅速で正確かつ公平な会社情報の開示に努め、経営の透明性を高めてまいります。
 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み
 

当社は、平成23年５月13日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務

および事業の方針の決定が支配されることにより当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損され

ることを防止するための取組みとして、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（以下「旧対応方

針」といいます。）の更新に関する議案を平成23年６月29日開催の当社第82回定時株主総会（以下「本定時株

主総会」といいます。）に付議することを決定し（更新後の対応方針を、以下「本対応方針」といいま

す。）、本定時株主総会において、株主の皆様に当該議案をご承認いただきました。

本対応方針への更新の目的および概要は以下のとおりです。
 

1) 本対応方針への更新の目的
　

本対応方針は、以下のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させること

を目的として、上記Ⅰ．に記載した基本方針に沿って、旧対応方針を実質的に同一の内容で更新したもので

す。当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない

大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えてい

ます。当社取締役会は、金融商品取引法および関連政省令の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防

衛策に関する議論の進展等を踏まえ、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配

されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するた

めには、当社の株券等に対する大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案し

たり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を

確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが引き続き必要不可欠であると判断

しました。

以上の理由により、当社は、本定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただき、本対応方針への更新をいた

しました。
 

EDINET提出書類

株式会社朝日工業社(E00153)

四半期報告書

 7/25



2) 本対応方針の概要

 

(1) 本対応方針に係る手続

 

本対応方針は、(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付

け、もしくは、(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびそ

の特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けに該当する行為またはこれらに類似する行

為（ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。以下「大規模買付行為」といいます。）がなされ

ようとする場合、または現になされている場合を適用対象とし、かかる大規模買付行為を行おうとし、または

現に行っている者（以下「大規模買付者」といいます。）が現れた場合において、当社取締役会が株主の皆様

に代替案を提示したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必

要な当該大規模買付行為に関する情報の事前の提供、およびその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求

めるための手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）を定めるものです。なお、大規模買付者には、本

対応方針に係る手続を遵守していただくこととし、大規模買付者は、本対応方針に係る手続の開始後、(i)独

立委員会による新株予約権の無償割当ての実施または不実施の勧告等により独立委員会による検討期間が終了

するまでの間、および(ⅱ)独立委員会による検討期間の終了後であっても、対抗措置の発動の可否を問うため

の株主総会が招集された場合には、当該株主総会において対抗措置の発動に関する決議がなされるまでの間、

大規模買付行為を実行してはならないものとしております。

 

(2) 新株予約権の無償割当てによる対抗措置の発動

 

大規模買付者が大規模買付ルールに従うことなく大規模買付行為を行う場合、または、大規模買付者による

大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがある場合等には、

当社は、当該大規模買付者その他一定の者による権利行使は認められないとの行使条件および当社が当該一定

の者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新

株予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して新株予約権無償割当ての方法

（会社法第277条以下に規定されます。）により割り当てることがあります。なお、会社法その他の法令およ

び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措

置が用いられることもあります。

 

(3) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会、株主総会の利用

 

本対応方針においては、本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排

し、その判断の合理性および公正性を担保することを目的として、独立委員会規程に従い、(ⅰ)当社社外取締

役、(ⅱ)当社社外監査役、または(ⅲ)社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通

する者、弁護士、公認会計士および学識経験者等）で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委

員会の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が株主総会の招集を勧告した

場合には株主総会を招集の上、同株主総会に対抗措置の発動に関する議案を付議することにより株主の皆様の

意思を確認することとしています。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様に適時に情報を開示す

ることにより、その透明性を確保することとしています。

 

(4) 本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得

 

仮に、本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、大規模買付者その他一定の者以外

の株主の皆様による本新株予約権の行使がなされたとき、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、

大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付されたときには、当該大規模買付者そ

の他一定の者の有する当社株式の議決権割合は、最大約50％まで希釈化される可能性があります。
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Ⅳ．上記Ⅱ．記載の取組みについての取締役会の判断

 

当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主の皆様の共同の利益の向上のために最

優先されるべき課題であると考え、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上を目的に、上記Ⅱ．

記載の取組みを行ってまいりました。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益を向上させ、その向上が株主および投資家の皆様による当社株式の評価に適正に反映されることによ

り、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある株券等の大規模

買付行為は困難になるものと考えられることから、これらの取組みは、上記Ⅰ．記載の基本方針に資するもので

あると考えております。

したがいまして、上記Ⅱ．記載の取組みは上記Ⅰ．記載の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利

益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

Ⅴ．上記Ⅲ．記載の取組みについての取締役会の判断

 

1) 本対応方針が基本方針に沿うものであること

 

本対応方針は、当社の株券等に対する大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案

を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報

や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための枠組みであり、上記Ⅰ．記載の基本方針に沿うも

のです。

 

2) 本対応方針が株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とす

るものではないこと

 

当社は、以下の理由から、本対応方針は、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当

社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

(1) 株主意思を重視するものであること

 

本対応方針への更新は、株主の皆様のご意思を確認するため、本定時株主総会における承認可決を経て行わ

れたものであり、株主の皆様のご意思に基づいてなされたものです。

また、(ⅰ)当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、または

(ⅱ)当社株主総会において選任された取締役によって構成される当社取締役会において本対応方針を廃止する

旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止または変更されることになり、その意味で、本対

応方針の廃止または変更は株主の皆様のご意思に基づくものとなっております。

さらに、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、本新株予約権の無償割当てに関す

る議案を当社定款第13条第１項に基づき、当社株主総会に付議することがあり、これにより株主の皆様のご意

思を直接確認することができることとしております。

 

(2) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること等

 

本対応方針は、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しています。また、企業価値

研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他昨今の買

収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに本対応方針は、東京証券取引所の定める買

収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。

 

(3) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上の目的をもって更新されたこと

 

本対応方針は、上記Ⅲ．1)に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまた

は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行

為に関する必要な情報の事前の提供、およびその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、旧

対応方針から更新されたものです。
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(4) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定

 

本対応方針は、合理的かつ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないように設定されて

おり、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

 

(5) 独立委員会の設置

 

当社は、本対応方針において、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、および、大規模

買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させる

ために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否かについての取締役会の判断の合理性および

公正性を担保するため、またその他本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する取締役会の判断の合理

性および公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとして

おります。

かかる独立委員会の勧告を最大限尊重して当社取締役会が判断を行うことにより、当社取締役会による恣意

的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。

 

(6) 当社取締役の任期は１年であること

 

当社取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の

時までとなっております。これにより、毎年の取締役の選任を通じても、本対応方針に対する株主の皆様のご

意思を反映させることが可能となります。

 

(7) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

 

本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会が選任する取締役で構成された取

締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。したがいまして、本対応方針は、デッ

ドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）で

はありません。

また、当社は期差選任制を採用していないため、改選期の定時株主総会における取締役選任議案によって取

締役会の構成員を一度に交代することができ、さらに、上記(6)に記載のとおり、当社取締役の任期は選任後

１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるため、毎年の定時

株主総会で取締役の選任議案が諮られます。そのため、本対応方針は、スローハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の交代により対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発費の総額は、82百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、機器製造販売事業の生産実績は、2,481百万円（前年同期比21.7％増加）と

なりました。

主な要因は、(1) 業績の状況に記載のとおり、半導体露光装置向け製品は減少しましたが、液晶露光装置向け装置

が増加したことによるものです。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 78,198,000

計 78,198,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 34,000,000 34,000,000
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 34,000,000 34,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成25年７月１日～

平成25年９月30日
－ 34,000,000 － 3,857 － 3,013
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（６）【大株主の状況】

 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

朝日工業社共栄会 東京都港区浜松町一丁目25番７号 2,229 6.55

朝日工業社西日本共栄会 大阪市淀川区加島一丁目58番59号 2,077 6.11

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 1,751 5.15

朝日工業社従業員持株会 東京都港区浜松町一丁目25番７号 1,625 4.78

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 1,440 4.23

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,410 4.14

髙須康有 東京都世田谷区 1,019 2.99

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE　

PORTFOLIO
388 GREENWICH STREET,NY,NY 10013,USA 481 1.41

（常任代理人シティバンク銀行株式会社） 東京都品川区東品川２丁目３番１４号　 　 　

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）　
東京都中央区晴海一丁目８番11号 474 1.39

小野薬品工業株式会社 大阪市中央区道修町２丁目１番５号 450 1.32

計 － 12,959 38.11

（注）１　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　　　474千株

２　自己株式を2,063千株(6.06％)保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。

３　株式会社みずほ銀行及びその共同保有者から平成25年８月22日付の変更報告書の写しの送付があり、平成25年

８月22日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半

期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができておりません。

　　なお、変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 1,843,746 5.42

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 865,000 2.54

計 － 2,708,746 7.97
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　2,063,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 31,777,000 31,777 －

単元未満株式 普通株式　　160,000 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 34,000,000 － －

総株主の議決権 － 31,777 －

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式483株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

株式会社 朝日工業社

東京都港区浜松町

一丁目25番７号
2,063,000 － 2,063,000 6.06

計 － 2,063,000 － 2,063,000 6.06

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、九段監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 8,157 9,150

受取手形・完成工事未収入金等 27,682 22,052

製品 95 63

未成工事支出金 769 1,089

仕掛品 804 738

材料貯蔵品 254 257

その他 2,288 2,792

貸倒引当金 △13 △9

流動資産合計 40,038 36,134

固定資産

有形固定資産 4,642 4,600

無形固定資産 276 316

投資その他の資産

投資有価証券 6,968 7,396

その他 1,889 2,190

貸倒引当金 △135 △127

投資その他の資産合計 8,722 9,459

固定資産合計 13,642 14,375

資産合計 53,680 50,510

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 25,363 21,706

短期借入金 3,300 3,130

未払法人税等 140 79

未成工事受入金 1,614 2,725

完成工事補償引当金 29 29

工事損失引当金 409 454

その他 1,273 1,519

流動負債合計 32,130 29,644

固定負債

退職給付引当金 2,007 2,030

その他 291 310

固定負債合計 2,298 2,341

負債合計 34,428 31,985
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,857 3,857

資本剰余金 3,721 3,721

利益剰余金 11,139 10,067

自己株式 △738 △739

株主資本合計 17,979 16,907

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,317 1,591

為替換算調整勘定 △45 25

その他の包括利益累計額合計 1,272 1,616

純資産合計 19,251 18,524

負債純資産合計 53,680 50,510
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 24,820 27,757

売上原価 24,450 26,470

売上総利益 370 1,286

販売費及び一般管理費
※1 2,406 ※1 2,418

営業損失（△） △2,036 △1,132

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 75 82

その他 53 26

営業外収益合計 133 113

営業外費用

支払利息 26 18

その他 16 14

営業外費用合計 43 33

経常損失（△） △1,945 △1,052

特別利益

固定資産処分益 17 －

補助金収入 － 2

特別利益合計 17 2

特別損失

固定資産処分損 0 1

ゴルフ会員権評価損 2 0

投資有価証券評価損 3 －

減損損失 8 －

特別損失合計 15 2

税金等調整前四半期純損失（△） △1,943 △1,051

法人税、住民税及び事業税 60 70

法人税等調整額 △701 △290

法人税等合計 △640 △219

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,302 △831

四半期純損失（△） △1,302 △831
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,302 △831

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △84 273

為替換算調整勘定 36 70

その他の包括利益合計 △47 344

四半期包括利益 △1,350 △487

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,350 △487

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,943 △1,051

減価償却費 218 193

減損損失 8 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 104 22

受取利息及び受取配当金 △80 △86

支払利息 26 18

有形固定資産処分損益（△は益） △17 0

投資有価証券評価損益（△は益） 3 －

ゴルフ会員権評価損 2 0

売上債権の増減額（△は増加） 9,560 5,954

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △122 △225

仕入債務の増減額（△は減少） △9,255 △3,656

未成工事受入金の増減額（△は減少） 282 1,110

その他 885 △852

小計 △323 1,427

利息及び配当金の受取額 80 86

利息の支払額 △27 △20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 746 △111

営業活動によるキャッシュ・フロー 475 1,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △93 △42

無形固定資産の取得による支出 △21 △45

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 － 0

定期預金の預入による支出 △459 △139

定期預金の払戻による収入 － 191

その他 20 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △557 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 78 △170

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △239 △239

その他 △12 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △174 △416

現金及び現金同等物に係る換算差額 36 70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △218 1,004

現金及び現金同等物の期首残高 6,926 7,629

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,707 ※1 8,634
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更等）

　該当事項はありません。 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

従業員の銀行借入金に対し保証をしております。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

　 45百万円 40百万円

　

２　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。

これら契約における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円

借入実行残高 －百万円 －百万円

差引額 5,000百万円 5,000百万円

 

３　手形債権流動化による受取手形の譲渡高及び支払留保額

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

受取手形の譲渡高 2,148百万円 1,136百万円

支払留保額 505百万円 180百万円

　　　

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

従業員給料手当 937百万円 949百万円

退職給付費用 92百万円 91百万円

役員退職慰労引当金繰入額 10百万円 4百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金預金勘定 7,167百万円 9,150百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △459 △516

現金及び現金同等物 6,707 8,634

 

（株主資本等関係）

１　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 239 7.5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月８日

取締役会
普通株式 239 7.5 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金

(3) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。　

　

２　当第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 239 7.5 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月８日

取締役会
普通株式 239 7.5 平成25年９月30日 平成25年12月９日 利益剰余金

(3) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

（単位：百万円）

 報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額　

設備工事
事業

機器製造
販売事業

合　計

売上高    　 　

(1）外部顧客への売上高 22,473 2,347 24,820 － 24,820

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 22,473 2,347 24,820 － 24,820

セグメント損失（△）（注） △1,784 △252 △2,036 － △2,036

（注）セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

（単位：百万円）

 報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額　

設備工事
事業

機器製造
販売事業

合　計

売上高    　 　

(1）外部顧客への売上高 24,961 2,795 27,757 － 27,757

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 24,961 2,795 27,757 － 27,757

セグメント損失（△）（注） △1,075 △57 △1,132 － △1,132

（注）セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

　

（金融商品関係）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

１株当たり四半期純損失（△） △40円79銭 △26円05銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失（△）（百万円） △1,302 △831

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（△）

（百万円）
△1,302 △831

普通株式の期中平均株式数（千株） 31,939 31,937

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

２【その他】

１　平成25年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（1）配当金の総額………………………………………… 239百万円

（2）１株当たりの金額…………………………………… ７円50銭

（3）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………… 平成25年12月９日

（注）　平成25年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支

払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成25年11月８日

株式会社朝日工業社

取締役会　御中

 

九段監査法人
　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 淺　井　万　富　　印

　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 光　成　卓　郎　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 石　倉　郁　男　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社朝日工

業社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社朝日工業社及び連結子会社の平成25年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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